
平成２０年１２月４日

タクシーの運賃改定実施による労働条件の改善状況の調査結果について

タクシー運賃改定後の運転者の労働条件の改善状況については、平成１９年

度に運賃改定を行った７地区（大分・長崎Ａ・福岡Ａ・熊本・北九州・福岡Ｂ

・佐賀地区）について、各タクシー協会から公表されましたが、その中で、一

定の改善状況に達していないと認められる事業者を対象に、当局において調査

しましたので別紙のとおりお知らせ致します。

なお、この調査結果の中で、運賃改定認可時に発出した以下の指導通達に則

った改善に至っていない５社に対しては、本日付けで労働条件改善のための指

導を行いましたので併せてお知らせ致します。

また、この５社については、平成２１年５月２９日までに改善状況の報告を

求めることとしております。

（指導通達）運賃改定に伴う運転者の労働条件の改善等について

今回の運賃改定申請については、運転者の労働条件の改善が主要な理由のひとつとしてあげられて

いることを踏まえ、タクシーサービスの質・安全性を維持するためには運転者の労働条件について一

定の水準を確保することが必要であることを勘案し、実績における運送収入に対する運転者人件費の

割合（歩合率）を維持した上、健全な経営が成り立つ水準の運賃を設定するという考え方に基づき査

定を行ったところである。

このため、今回の運賃改定の実施により、運転者の労働条件の改善が適切に図られるよう、○○県

クシー協会に対して以下の各事項について指導を行ったところであり、この旨了知されたい。

（１）運賃改定実施後は、上記の考え方に則って、歩合率を維持させること等により、各事業者にお

いて、適切に運転者の労働条件の改善措置を講じること。

（２）運賃改定の認可後、運転者の労働条件改善についての考え方を利用者に積極的に表明すること

（３）運賃改定実施の半年後において、運転者の労働条件の改善状況について、自主的にその実績を

公表すること。その際、賃金水準のみならず、実質的な労働者負担の軽減や手当て類の創設等こ

れに関連して講じた措置についても併せて公表すること。
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(別紙)

タクシーの運賃改定実施による労働条件の改善状況の調査結果

１．調査の概要

運賃改定後のタクシー運転者の労働条件の改善が一定の改善状況に達し

ていないと認められる下記①②に該当する事業者を対象にヒアリング等調

査を行った。

①改定による賃金改善率０％未満の事業者（一般運転者１人平均）

②営業収入に占める賃金支給率が２％以上減少した事業者（全運転者）

２．調査対象事業者数

運賃改定事業者数 １.①に該当 １.②に該当 重複事業者 調査事業者

大 分 地 区 ８５社 １８社 ０社 ０社 １８社

長 崎 Ａ 地区 ７８社 ５０社 ５社 ２社 ５３社

福 岡 Ａ 地区 ９９社 ３８社 １０社 ７社 ４１社

熊 本 地 区 １６３社 ７０社 ３６社 ９社 ９７社

北 九 州 地区 ７３社 ２１社 １１社 ３社 ２９社

福 岡 Ｂ 地区 １０４社 ５５社 １５社 ９社 ６１社

佐 賀 地 区 ５４社 ２５社 ９社 ４社 ３０社

合 計 ６５６社 ２７７社 ８６社 ３４社 ３２９社

３．調査結果

【一定の改善状況に達していない主な事由】

①営業収入の減少により、足きりラインをクリアできなかったものが増加

したため歩合給が低下した結果、賃金改善率・支給率が低下したもの

②賃金水準の異なる運転者が新たに雇用された等のため、賃金改善率・支

給率が低下したもの

例１：定年者の再雇用により賃金水準の低い定時制運転者の割合が増加したもの

例２：ベテラン運転者から新人運転者の入れ替わりにより、勤続年数により支給

される年功手当等が減少したもの

③経営悪化への対処のため労働条件の変更（給与体系の見直し等）がなさ

れ、その結果賃金改善率・支給率が低下したもの

④固定給＋歩合制の賃金体系において、営業収入が増加したにもかかわら

ず、固定給の見直しがないため賃金支給率が低下したもの
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【その他特殊事由】

○昨年度、給与規定にない特別賞与を支給していたため、賃金支給率が低

下したもの

○欠勤者が増加したため、賃金支給率が低下したもの

給与規定に基づき（欠勤日数分×一定額）を基本給から差し引いた結果、賃金支給率

が低下したもの

４．指導について

、 、３の調査結果のうち 特に以下の指導対象事業者に該当する５社に対して

運転者の労働条件の改善措置を講じ、平成２１年５月２９日までに具体的な

措置内容の報告を行うよう指導しました。

なお、期日までに改善措置が講じられていないと認められる場合には、事

業者名を公表することとしております。

指導対象事業者

・３．①に該当し、賃金支給率が低下した事業者のうち、支給率の低下を補

う一時金の支給、運転者諸負担の軽減措置等を行っていない事業者

・３．③に該当する事業者のうち、労働条件の変更について、労使の合意が

明確に得られていない事業者

・３．④に該当する事業者のうち、支給率の低下を補う一時金の支給、運転

者諸負担の軽減措置等を行っていない事業者

福岡Ａ地区(２社)、北九州地区(１社)、福岡Ｂ地区(１社)、佐賀地区(１社)

【用語の説明】

※１ 賃金改善率：

一般運転者に係る

運賃改定実施後６ヶ月間の運転者１人平均給与月額 ×１００ －１００

一般運転者に係る前年同期の運転者１人平均給与月額

※２ 一般運転者：隔勤、日勤を含め一般的な乗務体制の運転者

※３ 賃金支給率の変動状況

全運転者に係る 全運転者に係る

運賃改定実施後６ヶ月間の賃金支給総額 ÷ 前年同期の賃金支給総額 ×１００

同時期の営業収入 前年同時期の営業収入

※４ 定時制運転者：他に職を持つなど、一般運転者に比して労働時間が短い運転者


